
当協会と顧問契約を締結しているため、組合員の皆様の初回ご相談は無料です。

①予約優先につき、当協会までお電話かＦＡＸでご予約ください。

②お急ぎの場合は、上記定時の相談日のほか、随時お取次ぎ可能です。

毎月第３火曜日  午後４時～６時  

  ５月２０日（火）   ６月17日（火）  ７月１5日（火）

※以降も継続して行っていく予定です

阪神中小企業労務協会  （尼崎市中小企業センター７階）  内

会社関係、商取引関係、企業再生・倒産処理、労働事件、不動産関係、

医療関係、相続・親族など一般民事・家事・刑事事件

川西  譲    および 弁護士 ４名   （ 阪神合同法律事務所在籍 ）

創立４５年の歴史と実績を誇る地元阪神の法律事務所です。

豊富な知識と経験だけでなく、新進気鋭の若手弁護士も在籍しているため、

幅広い分野のご相談にお応えすることができます!!

当労務協会では、皆様により早く情報を御届けする為、メールマガジンを送信しております。

もちろん登録は無料。今御使用になられておりますパソコン・携帯電話（スマートフォン推奨）からＨＰに

アクセスして、右側にあるメールマガジンにメールアドレスを登録するだけの簡単な手続きです。

是非この機会に登録頂き御活用下さい！！

ＨＰのＵＲＬ：http://rokyo.net/

またはＰＣで【阪神労協】と御検索ください。

メールマガジンの御案内

阪神労協 検索

【相 談 日】

平成２６年度第４３回通常総代会総代選挙について

【相 談 員】

【場     所】

    総代会日時   平成２６年７月３０日（水） １６:００ より 

枚

【相談内容】

送信枚数 本紙含み

法律相談窓口のご利用について

前回ご案内させていただきましたが、弁護士の先生による個別窓口のご利用方法と今後の日程について再度
お知らせいたします。 具体的な問題がなくても、気になっている事柄などアドバイスを受けることもできますの
で、お気軽にご活用ください。

より多くの組合員皆様に広く運営に参加していただくために、今年度より全組合員に総代選挙のご
案内を行うことといたしました。また、選出方法についても見直し、従来の組合員・事務局推薦に加
え、組合員皆様の立候補も追加いたします。組合員皆様の代表である総代となり、総代会へ積極的
にご参加ください。

後日詳しくご連絡させていただきますが、今年度の総代会は下記日程となっております。万障繰り合
わせのうえ、総会・懇親会ともに暑気払いも兼ねてご参加いただけますようお願い申し上げます。

　
　

　
Ｒ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
　
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

　平素は当協会の運営にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
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協同組合 阪神中小企業労務協会 
ＴＥＬ 06-6482-2481 ＦＡＸ 06-6482-1028 

ＵＲＬ http://rokyo.net 

好評の法律相談窓口、次回は５月２０日！ 

 御社の業務ＰＲ・販路拡大・仕事のネットワーク作りにご活用ください 
 「労務協会通信」と一緒に会員（現在約260社）へ向けて御社のPR文章をFAX致します。 
 また、御社からDM等を郵送・FAXする際にご利用いただける組合員名簿の提供を行っています。 

お問い合わせ 

お申し込みは 

労務協会担当者まで！ 


